
ですか、ニーズ、そこを共通のものにしたらどうかという議論をしているので、そこで十   

分対応できない障害者に対する就労支援、藤井さんが具体的な話をされましたけれども、   

通勤に伴うガイドヘルパーの問題とか、そういう問題は、これも含めて介護保険で対応す   

るかというのは、介護保険のサービスメニューを増やすかどうか、あるいはここの部分に   

ついては、若年障害者の特有のニーズということで、これは自立支援法の方で十分に対応   

するという考え方もできますので、どちらかというと、そういう後者の方の考え方で今ま   

では議論してきた 、この間の有識者会議、その前の介護保険部会の議論としてはというこ   

となので、これについて、どう考えるかということなんです。  

それとそれをもう少し限定的に言いますと、今でも被保険者は40歳以上になっています。   

40歳以上ですけれども、実際の介護保険の給付は原則は65歳、高齢者になっております。   

40から64歳の間の人たちには保険料を払っているんですけれども、介護のニーズがあって   

も介護保険は適用にならない。その中で障害者認定も受けられないという方がおります。   

そういう人たちについては、結局、障害者自立支援法のサービスも受けられないし、介護   

保険も受けられない、まさに制度のはぎまという問題が、これまた指摘されております。   

そこを埋めるということからも受給者の範囲を拡大するという検討がされていますけれど   

も、もし仮により限定された受給者の範囲拡大という形で、40歳から既に保険料を払って   

いる被保険者がありますので、ここの40歳から64歳の間の方について、その介護保険の適   

用といいますか、40歳まで給付適用を下げるということについては、どうお考えになられ   

るかということが1つの質問なんです。  

それともう一つは、これは直接的な介護保険の適用範囲拡大ということではないんです   

けれども、それを支える基盤整備という点から言いますと、若年障害者に対する所得保障、   

確かに高齢者の場合は65歳から基礎年金というのがあります。障害者についても障害基礎   

年金がありますけれども、それだけでは若年障害者の所得保障では不十分だということを   

指摘されていると思いますので、新たな所得保障を確立について、その辺はどういうよう   

な方法を考えるか。今でも重度障害者に対しては、障害者特別手当、国の制度では2万6，   

000 円ぐらいありますけれども、東京都などは、それに上積みして手当てを出しておりま   

すけれども、そういうものをもっと充実させ・5というようなことが考えられます。これに   

ついては、どう考えているのかということです。  

以上3点ほどお願いいたします。   

○京極座長 小島委員の御質問は3、4点ぐらいあったような感じもいたしますけれども、  

30   



それは構いませんので、どの問題点についてでもいいですけれども、全員となると、ちょ   

っと時間がかかりますから、ポイントだけ。ヒアリングの参考人の方からお話しいただけ   

ればと思うんです。   

○全日本手をつなぐ育成会常務理事 何事もしいら穂の先走りでいつもあれですが、今、   

大変に本質を突いた質問で、言うなれば、今日はその質問を受けて我々は参加していると   

思います。結論は出せないと言いながら、意見を言うのも若干自己矛盾しますが、基本的   

には介護保険であろうが、何であろうが、すべての障害のある人の問題を、この制度で対   

応すると無理だと。それぞれ制度が医療保険があれば、労働保障が問題があるとき、ここ   

は介護の部分というか、必ずしも身体介護に前提していないと。その部分について共通す   

る、いわゆるベースの部分について、これは年齢を限定することに、先ほどから言ったよ   

うに、私は疑問を持つと思います。ただ、それだけで障害のある人の、つまり若年性障害   

者のニーズに対応できるかというところが反対の意見であって、当然できない。ニーズが   

年齢によって、社会構造によって変わってくるということが前提ですから、それをある一   

つの制度、ある一つの財源、ある一つのあれですべてやろうと、あるいはそれがいいか、   

悪いの議論は不毛だと思いますので、そこでどう組み合 わせるかというところで検討すべ   

きだというのが第一点です。  

それから40歳まで現に払っているんだから、せめて40までは云々というのは、考えてみ   

たこともありませんでしたので、論理的には、そのとおりだと思いますが、今、聞かれて   

初めて考えたことですので、一応、保留します。  

最後の所得保障の問題、これは実は非常に難しいんですね。基本的には政府は就労政策、   

これは竹中さんがおっしやったことについて、私は基本的に賛成ですけれども、そういう   

意味では、働くチャンスを保障し、その稼得によって地位と収入を獲得するというのが原   

則だと。しかし、障害があるということは、それに対する支援というか、ラインの組み方   

にしろ、様々なサポートがあって初めて成り立つ論議であって、今までは本人の努力とか、   

本人の部分、あるいは家族の部分で論議されていたところに問題があるのであって、それ   

がいろんな国際的な流れから見ても、いわゆる雇用主であるとか、様々な働く場における   

支援のシステム、要するに、合理的配慮がなされて初めて成り立つ論議であって、その意   

味においては、私はタックスペイヤーを求める、目指すというのは当然だという前提を持   

ちます。それでその流れから、いわゆる所得保障というのを、働いて得るものによって所   

得保障ではない部分の部分に限定すると、どうしても年金か、手当てという方法しかない  
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だろう 。問題はその財源、年金であれば、まさに年金の額の拡大ですが、手当てであると  

すると、その材料をどうするかという、また別の議論になると思いまして、今我々も民間   

レベルで議論しておりますが、大体ある面では財源問題、特に消費税の問題を含めて、更  

に介護保倹の問題も含めて、最終的には負担する、いわゆる国民的同意を、かつて障害基  

礎年金をつくったときと同じような形で、国民的同意をつくるかどうかというのがポイン  

トだろうなという感じを持っています。あくまでも私見です。   

○京極座長 ほかの方でどなたか……。  

○日本障害者臨議会常務理事 今、小島さんの質問で、まず私は障害者施策、高齢者も入  

りますけれども、人の支えというのは、かなり究極の施策であろうと思っているんです。  

例えば、身体介護のみならず、精神障害であれば、相談だとか、通院の同行だとか、当然、  

知的障害者の相談もあれば、日常生活のいろんな金銭管理もあります。通勤もあります。  

そもそも人が社会参加をしていく上での人の支えということをずっと列挙した場合、何が  

上がってくるのか。これに障害種別を重ねて、特性を重ねた場合どうかということをやっ  

てみて、その部分で、私の考えではやはり障害者関係の政策をきちんと－たん完成予想図   

を画いてみることだと思うんです。   

今ありましたように、障害者というのは年齢から来るニーズ、資産形成が弱いという特  

徴、こういった部分で、まずは障害者政策をきちんと考えてみる。その上で同心円なのか、  

円が2つオーバーラップするかわかりませんけれども、これにはもう一つ異なった高齢者  

についても当然保健福祉政策があるわけですから、特に人的なケアがあるわけですから、   

ここをもう少し検証してみてはいかがかと思います。  

まずは欧米の例を見ても、障害者施策からいろんな教訓が出ています。いろんな成果が  

出ています。これをきちんともう一度青写真を画いてみる。 
文字どおりグランドデザイン   

を考えてみるということを提唱したいんです。  

最後にもう1点、所得保障に関しては2つ言います。やはり、基本的には働いていると  

いうのが基本だと思うんです。欧米、特にヨーロッパがとっている道は、うんと雇用行政  

が、日本で言う福祉に入ってきています。賃金補填付きの就労というのは当たり前なんで  

すね。つまり、サボタージュじやなくて、障害からくる労働能力の欠損、これについては  

公的に補おうと。一部企業で補おうと。労働能力30％、50％、よくそういう表現を使いま  

す。その分の欠損部分を公的にもらう。これによって税金を払い、社会保険料を払うとい  

うことなんですね。  
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二つめはそういう点で言うと、日本の雇用行政、福祉行政のジョイントが全くなってい   

ない。いつの日からか授産施設と一般就労はうんと差がつきまして、特に賃金では差が著   

しいわけです。したがって、賃金補填、人的なケア、医療ケア、医療ケアというのは、人   

工透析あるいは通院ですね。こういったことを含めた雇用政策をつくるべきであって、そ   

の上で、どうしても重い障害者がいっぱいいらっしやいます。これに関しては、とても6   

万6，000円では生活できません。したがって、生活保護制度の少なくとも金額で言うなら  

ば、1類足す2類プラス障害加算、そして住宅費です。住宅補助、この程度の金額は、や  

はり準備する必要があります。これを年金か、あるいは手当てかというのは別問題で、や  

はり額的に言うと生活保護の1類足す2類プラス障害加算足す住宅費、住宅がない場合で   

すね。こういった点が一つの目安であろうというふうに考えます。   

○京極座長 森様。   

○日本身体障害者団体連合会常務理事 日身連の森ですが、最初にお話ししたとおり、こ   

れは私個人の考え方ということで御理解願いたいと思います。  

先ほど40から64歳までは保険料を納めて、自己にはもらえないと。これは実は初めから   

おかしいと、こういう考えです。しかし、法ができてしまった上の問題だから、これはそ  

のときの問題であろうということでもあるし、これはまた変えていかなくちやいけないん   

じやないかなというふうに、私は思っております。下手をすれば裁判になったら負けるん   

じやないかなと思っておるわけです。   

そこで、実は私自身も老人の方もやったし、知的障害も身障もやってきています。そう  

いう中で、やはり基本的には高齢者のニーズに対するサーービスのあり方、あるいは障害者  

のニーズに対するサービスのあり方というのは、一緒にやってできるのかしらというのが  

最近ものすごく思うようになってきております。言うまでもございませんけれども、施策  

を見ればわかるとおり、障害者の問題というのは、中途障害の人もいらっしやいますけれ  

ども、いわゆる生から死までという問題が非常に大きな問題になって、そういう観点から  

施策をやらなくちゃいけない。しかし、高齢者の介護の問題というのは、一定の年齢のと  

きからの、その介護というだけだと思うんです。したがって、障害者の場合では、教育も   

⊥ サ ー   士トユゝんJ J＿ lハ 」レ、」」1   ＋」＿．どゝニヒ 4rnJ 土 71   上⊂ナ．lJ 〈 イ1、ヱ IJl＼ヱl   寺ヒ1ヽ 入 Jl＼  ♂）∈）し、肌力 bのリ コニ ヲ し、↑，1一丁く珍ノ八j t）dリノ㌶ し、 ⊥「′亡 L ′ノ し V t′Jノ＼て）∨■′J レ、／口∨ ●ノ＼U V ■   

ると、そういう中で本当にいいんでしょうかと。  

私自身思っていることは、障害者の何のために介護を一緒にするんだろうかなというこ   

とを最近思っているんです。つまり、障害者が地域で豊かに一般の人と同じように生きて  
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いくためには何が必要なのか。必要なサービスというのは、手段だと思うんです。何か目   

的と手段が変わっちやったような気がしてしょうがないんです。介護保険が目的じやなく   

て、障害者が生きていくためには、何が必要なのか。それでそのサービスがいいのかと。   

そういうことが検討しなくちやいけないんだろうなと思っております。  

ただし、．これは私自身の見解でありますし、これからもう少し勉強していかなくちやい   

けないのかなと思っております。  

以上、参考まででございます。   

○京極座長 ありがとうございました。  

それでは時間の関係がありますので、堀委員からお願いいたします。   

○堀委員 今までの御意見を何いまして、現行の自立支援法なり、あるいは介護保険法な   

りで共通している問題点は、3つあるのではないかと思います。1つは利用者負担につい   

ての応益負担の問題、2つは障害区分の問題、3つは、もう既に議論がなされましたが、   

障害者に対するサービスと高齢者に対するサービスは違うのではないか、ということだと   

思います．）多くの方は、介護保険法の40歳未満の人への適用は時期尚早であり、障害者   

自立支援法の施行による影響をみてから、とおっしやいました。私は、先に挙げた3つの   

問題は、本当に解決できないものなのかという感じがしています。時期尚早というのは、   

3つの問題が解決できないからということでしょうか。3つの問題が解決するのなら、適   

用拡大は認めるということなのでしょうか。ただ、問題は、適用を拡大した場合に、現行   

の介護保険法なり、現行の障害者自立支援法なりが、現在のままでうまくいくかというこ   

とだ思うのです。  

先の3点について、皆さんのお考えをお聞きしたいと思います。1点目は応益負担につ   

いてですけれども、障害者自立支援法については今回修正がなされて、応能負担の要素が   

強まっていると思います。保険料負担、あるいは利用者負担について、今後応能負担の要   

素を強めるか、あるいは議論が出ています障害者の所得保障といった形で解決できないも   

のかどうか。そういうことをお伺いします。  

2点目は障害区分の問題ですが、これについてもいろいろな検討がなされていると思う   

も見直しをすれば、ある程度受   のですが、障害区分を設けるのは絶対だめなのか、それと   

け入れることができるのかどうか。  

3点目は障害者と高齢者との関係ですが、これについては関委員、小島委員から質問が   

なされ、それに対する皆さん方の御意見が出されました。私の理解では、障害者自立支援  
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法のサービスには様々なものがあって、介護保険が適用拡大されても、それ全部が介護保   

険に移行するというわけではない。介護に関する部分だけ介護保険に移行して、あとは障   

害者自立支援法でやるということだと思います。現在、例えば65歳以上の高齢者について   

も、基本的には介護保険法でやって、その他のことについては障害者自立支援法でやって   

いる。こういった形で、この問題についても解決できないのかどうか。そういった点をお   

伺いしたい。  

それから最後に、皆さん成人障害者の代表の方が多いと思うのですが、障害児について   

どう思うかということについてお考えがあったらお何いしたい。この間題について関係あ   

る方は、松友さんでしょうかね。障害児について、介護保険の適用に関して何か御意見が   

あればお何いしたいと思います。   

○京極座長 今、4点の御質問が出ましたけれども、最後の点から松友委員の方から最初   

に話ししていただいて、最初の3つの点は、それぞれの参考人の方からお請いただきたい   

と思います。  

○全日本手をつなぐ育成会常務理事 あくまでも私見ですけれども、一貫して、私個人と   

しては、今先生がおっしやった3点は解決できる課題だと思います。更には解決しなけれ   

ばいけない課題だと考えています。  

それから正しい意味における発達障害援助法じやなくて、正しい意味における発達障害、   

発達期の障害、つまり、児童、幼児の問題等についての対応は、これは非常に自立支援法   

そのものが非常にうまくいかなかったというのがあります。といいますのは、要するに、  

負担するのが本人ではなくて、いわゆる扶養者、すなわち親でありまして、そこの部分の  

経済的問題が非常に力が弱い等々との問題がありました。しかし、これもやはりいろんな   

形で貧困対策、低所得対策であるとか、いろんなことを組み合わせる形において、基本形  

は児童も含めて、私個人としては一貫した統一のものをベースにして、そして別の支援策   

といいますか、緩和策等をかませながらやっていくというのが基本じやないだろうかとい   

うふうに思っています。  

私たちは基本的に生れてすぐに、あるいは生れたときから障害にある子どもの親の会で   

めりよウノ〃、主張がこの間弱かったことは、児童対策が遅れたことの責任の仁一一たんだと思 」しレ、、1＿⊥L＿ユヾ   

っておりますので、今後ともやはり、その分については、先生今御心配いただいたように、   

私たちとしても積極的に発言していきたいと思っております。  

以上です。  
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○京極座長 ありがとうございました。それでは、事務局長さんの方から。  

ODPI日本会議事務局長 先ほどいただいた3点の問題、まさに私たちがこの自立支援  

法の骨格にかかわる問題だとという話を言っていた点ですね。究極的な意味というか、制  

度というのは人間がつくったものですから、すべてを1からつくり直すという意味では解  

決が可能なのかもわかりませんが、例えば、今回その費用負担が4分の1になったという  

のも、あえて言いますと、今回自立支援法で、ある意味では介護保険とドッキングになっ  

ていなかったから、逆に障害部分だけ4分の1にできたんだろうと思うんです。つまり、   

今の介護保険がすぐに、わずか2か月で4分の1にするということができるんでしょうか。   

っまり、．現実の究極的な理論的には人間がつくった制度ですから、解決は一般的にはあ  

り得るんだけれども、今の日本の財政状況、あるいは保険の一たんできあがった、非常に  

利用者も財政規模も障害施策と比べてはるかに大きい介護保険がそこまで変わるんだろう   

とかというリアリティの問題、そのリアリティが感じられないというのが一つ。  

もう一つは、とりわけさっきのサービス体系の部分で言いますと、だとすれば、なおの  

こと、今回の自立支援法のサービス体系というのを、一から見直さない限りは無理だなと   

いうふうに思いました。   

というのは、なぜかといいますと、たしか第2回目の有識者会議でしょうか、障害保健  

福祉部の方から来られて、現在の自立支援法は制度の仕組みや負担の仕組み等、ちょっと   

細かな表現は忘れましたけれども、基本的には介護保険と整合性がより近くなったという   

ふうに言っておられたわけです。  

っまり、それだけサービス体系が近付けたということも言えるわけです。そして、現実   

に去年の10月から、そのサービス体系で何が起きているかといいますと、とりわけ、2004   

年の介護保険部会のときには、よくガイドヘルプ等の障害独自のサービスは横出しにとい   

うふうな言われ方をしていましたが、自立支援法でも個別給付から外されてしまったこと   

で、横出しサービスというよりは自治体独自の裁量的なサービスになってしまいましたの   

で、非常に格差が広がっています。よく伸びたところと悪くなったところというよりは、  

ぎりぎり今までの水準を維持したところと、例えば1月16時間までしか外出介護を認めま   

せんよ、あるいは社会生活上必要不可欠なものはこうだけれども、余暇はもう認めません  

よみたいな、非常に社会参加が後退してしまったという、これは私ども実際に市町村のア   

ンケートをとってみてのデータで明らかになっています。  

だとすれば、先ほどから申し上げておりますとおり、運用のレベルの問題ではなくて、  
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骨格にかかわる問題ですから、日立支援法も含めて“一から見直していく、そしての上で介   

護保険でカバーする部分はこうであって、むしろ障害施策全体はこうであってという、先   

ほど藤井さんおっしやったとおり、いわば障害施策全体のグランドデザインがあった上で、   

つまり、今の自立支援法を前提にするのではなくて、本来あるべき姿をしっかりもう一度   

再構築した上で、それと介護保険との共通部分がありやなしやという議論はあるかもわか   

りませんが、今の自立支援法のままでは、最初の発言で申しましたとおり、もうほとんど   

訓練と給付以外はなくなってしまうんではないかという危機感を持っております。   

○京極座長 ほかに堀委員からの御質問で、笹川様お願いします。   

○日本盲人会連合会長 障害程度区分のことについて申し上げたいと思います。御承知の   

とおり、79項目は介護保険の認定基準そのままでございます。  

この中で大変問題なのは、視覚障害に関する部分が全くないと言っていい、1項目あり   

ますけれども、それで判定がされてしまう。更に27項目が上乗せされておりますけれども、   

この中でも十分に視覚障害というものがチェックできない。その結果、大変低く障害が評   

価されているのが現状でございます。  

したがって、これまで全盲で一人暮らしをしていた人たちが、だんだんそれができなく   

なってきた。つまり、程度が低く評価されますから、ヘルパーの派遣の日数が減らされる。   

ガイドヘルパーの派遣の時間が減らされる。こういう結果が今出ております。ですから、   

やはり、その障害の特性が十分チェックできる。そして本当に必要なサービス料を生み｛出   

せる、 言十算で出されるような、そういう仕組みにしていただかないと、このままの障害程   

度区分では障害者は大変不利な状況に置かれてしまいます。  

それから、所得保障の問題ですけれども、基本的には我々障害者は、まず働くというこ   

とを考えています。決して、年金や援助で生活しようなんていうことは到底考えていない。   

ただ、高齢者が非常に多いというのが、一般の方々に比べて大変違うところです。例えば、   

視覚障害者の場合、70歳以上が51．5％です。2人のうち1人はもう70歳以上なんです。そ   

ういう人が大変多い。そういう中で、私どもは何とかそういう方々が、たとえ視覚障害が   

あっても、ほかに障害があっても、人生が全うできるようにということで運動しているわ   
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ません。それよりも、むしろ働く場を提供していただきたい。働いてこそ、私たちは生き   

甲斐が得られるわけですから。  

今の状況を見ておりますと、例えば一般企業で失明をした。そうなりますと、もうすぐ  
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に解雇ということになってくるんです。こういうことでは、本当に就労ということを保障   

するという今度の障害者自立支援法でも極めて不十分。今も都立高校の教員が1人角牢雇さ   

れて問題になっていますけれども、この辺のところを、やはり十分行政として考えていた   

だかなければいけないというふうに思います。  

例えば、社会援護局に全盲の職員がいるでしょうか。多分、いないと思います。それぐ   

らいに働きたくても働く場がない。能力があったとしても、通勤の問題等があって働けな   

い。これが現状です。こういう点がクリアできない限りは、なかなか私たちは社会生活を   

営むことができないわけで、介護保険に入ったから、それで仕事が保障されるとか、そう   

いうことは全くないわけですから、その辺を根本的に考え直していただかなければならな   

い。この点を申し上げておきたいと思います。   

○京極座長 藤井様どうぞ。   

○日本障害者協議会常務理事 堀先生のお話、これは大変大事な問題だと思うんです。つ   

まり、原理的なお話だと思うんです。私は原理的には今のお話というのはあり得ると思う   

んです。確かに、受益感があったらお金を払うのは当たり前なんです。しかし、この原理   

の前に、実は実態があるんですね。そうしますと、今度の応益負担も、あるいは程度区分   

基準も実態から始まっちやうと、これは全部利用抑制につながってしまうんですよ。決し   

て、これは透明であるというものじやないんですね。  

例えば、応益負担で言うならば、結果的には所得が6万6，200円の年金2級が今84万人、   

大半が2級年金ですよね。これに作業所の工賃が1万数千円加わって、そこから負担が新   

たに1万数千円発生するわけですよ。つまり、可処分所得が削られてしまうんですね。所   

得があればというんだったら、なぜ先に所得保障を先行させなかったのか、つまり、信用   

できないということなんです。あるいは、家族負担を前提にしているという、この応益負   

担の前提としまして、自立を標梼しながら、家族の世帯同居者の収入を合算している、あ   

てにしているという事実があるのです。  

それから程度区分に関しましても、基本的には、仮に程度区分がどう出ましても、クリ   

アカットで出ましても、出た後の行き場がないんです。つまり、さっきも言ったように、   

基盤整備が非常に弱いんです。結果的には程度区分は歪曲化、歪んでしまうんです。した   

がって、やはり、原理論の前に実態の整備がもう少しないと、あるいは相当ないとなかな   

か純粋な政策論議はしにくいということ、これを申し加えておきます。   

○京極座長 よろしいですか。松下委員からお願いいたします。  
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○松下委員 特に意見とか、質問があるわけじやないんですが、今日のお請を聞いている   

と、大変勉強させていただきました。まずはありがとうございました。  

それで基本的にはいろいろな言葉を使われましたけれども、例えば、障害者自立支援法   

が－一・番問題で、それが定着していないからだとか、あるいはそれが混乱しているからだと   

か、あるいはそれを定着させる前にもっと議論すべきことがたくさんあるんじやないかと   

いう、そういうお話がありました。  

それでちょっと、私が先ほど皆さん方のお話を聞きながら抱いていたのは、それは確か   

にそうだろうと思うんですが、多少、技術論的な詣で、もう少し理念的な考えで言うと、   

介護保険と本当に相入れないものなのかというようなことをちらっと考えて、そういうこ   

とを御質問しようかと思っていたんですが、たまたま、堀委員とか、小島委員が質問なさ   

ってくださったので、私は質問としてはしないということにいたします。   

○京極座長 ありがとうございました。紀陸委員お願いします。   

○紀陸委員 私も特に質問はございません。質問はございませんが、障害者の皆さんから   

いろいろな御意見をいただきまして、勉強になりました。ただ、感想的に申し上げますと、   

介護保険の制度と障害者の福祉の制度、この2つを、特に財源の面から併合ということは、   

いろいろと問題あるなというふうに感じております。いろいろ制度が始まって間がないわ   

けでありまして、この新たな制度を、これから今度、18年度の補正の問題も含めてですけ   

れども、今後の独立支援の状況をもう少し見極めていく必要があるなというような感じが   

いたしました。その点がまずもって重要な課題であるなというふうな理解をさせていただ   

いております。簡単でございますが、以上であります。   

○京極座長 ありがとうございました。喜多委員。   

○喜多委員 市長会を代表して来ています喜多でございます。今日は皆さんの御意見を聞   

かせていただいて、私は非常に心強い思いがいたしました。  

質問はないんですが、はっきり申し上げまして、今の介護保険制度の中に普遍化という   

美名の下に、いきなり入れることはおかしいんじやないかというのを、ずっと私は主張し   

てまいりました。それからいきますと、今日皆さん方がおっしやったことは、私の感じ方   
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なぜかといいますと、基礎構造改革という名の下に、今まで措置でやられておりました   

障害者対策が、いきなり支援費制度になった。この支援費制度がわずか2年でパーになっ   

てしまった。これは何かといえば、国民的なコンセンサスもなければ、窓口である市町村  
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のコンセンサスもなしにいきなりやられて、財源が足りないからといって非常に因ってし   

まった。挙げ句の果てには、それが自立支援法になって、去年の10月から実施をされてお   

ります。  

未だにまだ、市町村では窓口でいろんな取り決めをすることについて、まだ混乱してい   

るというのが実情であります。そんな中で普遍化という名前だけで介護の保険の中に異質   

なものを入れることはおかしいんじやないか。本来は国民的に公平さからいけば、年齢を   

切ることなく、おぎゃ－と生れてから死ぬまで、みんな同じ待遇を受けるというのが一番   

正しいということを、私はずっと申し上げてきたわけであります。  

そういう意味では、本日皆さん方の御意見を聞きまして、当面始まった自立支援法の中   

で、障害の皆さんに対して不満のないようにどれだけ国がシステムができるのか。そして   

地方もそれにどれだけ力を尽くしていくのかということの方が、私は先ではないか。こう   

いう思いがいたしております。  

以上でございます。  

○京極座長 ありがとうございました。特段の御質問ということではないので、では、貝   

塚先生、大所高所からお話をお願いします。   

○貝塚委員 私は質問というよりは自分の意見を述べさせていただきますが、私は介護保   

険部会をやっておりまして、そのときに、かなり最終段階に障害サービスの問題が登場し   

たわけです。そのとき非常に議論が分かれて、それが現在の部会の成立に関係していると   

思いますが、結局、私の個人的な意見では、介護サービスというものと障害者に対するサ   

ービスというのは、かなり違う性質のものが含まれていて、一番単純に言えば、障害者と   

いうのは若いときからも障害者の人もかなりおられるわけです。  

介護というのは、ある程度高齢化に伴う、ある種の身体的な障害を中心に考えて保険が   

でき上がっていった。ですから、私の個人的な意見では、両者はかなりサービスの内容が   

もともとは違ったものじやないかと思うんです。しかし、問題はそれほど単純ではないよ   

うに思いますが、いずれにしても、現在の日本の社会の中で、結局社会保障の全体の中で   

介護保険というのは、それはそれなりに皆さんのサポートが得られた結果でき上がった制   

度で、制度はいろいろ問題はありますけれども、障害者に関しては、私の意見では、まだ   

日本社会において、こういうふうにやるべきだという、本当の意味でのコンセンサスはう   

まくできていないんじやないか。先ほど来、ヨーロッパ社会でどうのこうのと言われてお   

りましたけれども、例えば、スウェーデンとか、そういう社会における障害者へのサービ  
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スというのは、多分、基本的にスウェーデンの社会における障害者に対する通念といいま   

すか、そういうものを反映しているんじやないかと思うんです。  

ですから、多少無責任と言えば無責任ですが、日本の社会保障において、今までい ろん   

な保険があるんですが、ある意味で普通の保険から抜け落ちている存在のいろんなサービ   

スを、どういうふうにカバーして従来の保険制度の中にうまく取り込めるものは取り込ん   

で、そうでなければ、やむを得ない場合には、生活保護とか、そういうところで対応する   

とか、その辺の全体のいろんな社会保障福祉サーービスの全体の体系を従来の保険制度との   

関連で、どこからどこまで関係し、応援できるか、あるいは応援できないかというあたり   

をかなりはっきりさせて、全体像をはっきりさせて、先のことは、その辺のところを見な   

がら現在の自立支援法なら自立支援法の改善をするとか、そういう方向でお話を持ってい   

っていった方がいいのではないか。これは私の全く個人的な意見ですが、そういうふうに   

感じているということで申し上げておきます。   

○京極座長 ありがとうございました。あとお二方ですが、既にお諸になった方でも、一   

巡しましたら、再度御質問、御意見を述べていただいて結構でございます。小方委員よろ   

しくお願いします。   

○小方委員 私の方からも特段、質問ということはないのでありますが、また各委員の   

方々から御質問等々を踏まえて、いろいろ御説明いただいたわけでありますので、特に質   

問ということはございません。  

私はこの会議に参加するに当たりまして、介護の分野、それから障害者の方々の皆さん   

への支援の範囲ということを見れば、一部介護の部分は統合できるのかなという反面、皆   

様方の御意見の中にありましたように、この自立支援法がまだスタートして間もない。ま   

た内容的にもいろいろ課題がまだあるんだというようなことを今日改めて伺って、私自身   

もその辺の自立支援法の進捗状況というんでしょうか。進展状況を踏まえた上で、この会   

議で意見を申し上げるべきかなというようなことを一部思っておりましたものですから、   

改めて本日皆様方、参考人の方々からお詣を何って大変勉強になりましたし、今後それを   

踏まえまして、この会議に参加をしていきたいなというふうに思っております。  
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それぞれの障害者の方で大分ニー→ズも違うんだなということでありますので、我々のこの   

会議で自立支援法の［1］身を議論するというテーマはちょっと違うのかなというふうには思   

っておりますが、そういったところもよく注視をしながら、今後この会議で意見を申し上  
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げていきたいなというふうに思っております。  

以上です。   

○京極座長 ありがとうございました。大島委員、最後にお願いします。   

○大島委員 今日はいろいろと御意見いただきましてありがとうございました。私も特段   

質問とか、そういったものはないんですが、この会が進めば進むほど、頭の中には非常に   

混乱の方がむしろ大きくなってきまして、大体普通どんな会議でも、例えばこれでいけば、   

「介護保喚制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議」ということですから、こう   

いったタイトルにもありますように、これを解決するためには、一体どういう前提条件で、   

まず少なくとも前提条件はこれですよという前提条件があって、その前提条件の上に乗っ   

かって議論というのは進むものだというのが、大体、私の常識というのが頭の中の整理の   

仕方で当たり前になっていまして、ただ、会議が進めば進むほど、私がつくろうとしてい   

る前提条件がガタガタと崩れていくんですね。今日のお話を何っていましても、障害者施   

策のグランドデザインがないようなところで、どういった議論をするんだというようなお   

話が出たりとか、あるいは社会保障全体のグランドデザインがなければ、こんな議論をし   

ても意味がないという、ちょっと言い過ぎかもわかりませんが、そのようなお話が出てき   

たりして、ということになると、→体この会議は何なんだろうかというところまでいっち   

やいまして、大体制度というのは、どんな制度をつくっても文句が出るというのは、これ   

は当たり．前だと思っておりますし、ただ、当たり前ですけれども、こういった障害の問題   

だとか、介護の問題に関しては、そこからはみ出たところをどうカバーしていくのかとい   

うのは、非常に重要な問題でして、ところがそういう議論でもなさそうだと。  

自立支援法については、今お話がありましたように、ここで議論するような話なのかな   

というふうに思いながら、しかし、全否定のような御意見があると。こういったところは   

いいけれども、こういったところは問題があるねというような話だと何かとっかかりがあ   

って、次に進めそうな感じがするんですけれども、全く話にならんというような全否定、   

実際の自立支援法で影響を受ける方たちの団体の中から全否定のような話が出てくると、   

一体制度そのものがどうなのかというのは、まるで頭の中で混乱しちやっているというと   

ころがあって、というのが、私の今日の会議の感想でして、このレベルのところで考えて   

いますので、もう少し勉強させていただきたいと思います。どうもありがとうございまし   

た。   

○京極座長 ありがとうございました。今まで発言された方でも、何か追加の御意見等ご  
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ざいましたら、堀委員。   

○堀委員 こ の有識者会議でもたびたび理念ということが問題になり、それをどうするか   

ということが議論になっています。さっきの御意見の中で、介護保険の対象の普遍化とい   

うことに対する疑問が投げかけられたと思います。普遍化を別の言葉で言いかえれば、国   

民皆年金保険、国民皆医療保険に次いで、国民皆介護保険をつくるんだと、私は思ってい   

ます。これが、理念の一つです。  

それからもう一つの理念は、自立支援ということではないかと思います。もちろん障害   

者自立支援法は自立支援を理念にしていますが、介護保険もやはり自立支援がキーワード   

で、要介護者を尊厳ある形で支援していこうということです。このように自立支援は、二   

つの法律で理念として共通していると思います、障害者と高齢者とで、理念は違うのか、   

同じなのか。障害者の場合には就労という形での自立支援が多いと思いますが、高齢者の   

場合は就労するという意味での自立は難しい。そういった違いがあることは十分承知して   

いるのですが、自立支援という点で、要介護の若年障害者も要介護の高齢者も共通するも   

のがあるのではないのか、そんな点について何か御意見があればお何いしたいと思います   

0京極座長 どうぞ、安藤様から 
。   

○全日本ろうあ連盟理事長 私、聴覚障害者の福祉を考える中で、国民全体の社会保障の   

中での障害者福祉という考え方が基本にあるべきなんです。したがって、国民全体の社会   

保障の基盤となるものは、やはり、人間としての尊厳性の尊重だと思うんですね。人間と   

しての尊厳性の尊重を基盤とすれば、老人の皆さんの介護保険とか、障害者の自立支援法   

とかすべてが、国民全体の社会保障の中で整理できるんではないかと思うんです。  

ただ、私、若いときからというよりも、子どものときから障害があるわけなんです。ろ   

うあ学校を出て、社会に参加したときには、  、運転免許がとれるとか、聴覚障   

害者の福祉と思うのは、全くなかったわけです。身体障害者手帳をもらっただけで、サポ   

ートされたわけはなかったわけなんです。その中で  進路とか、運転免許とか、   

改il三とか、それは私どもの中で、一つ一つ積み上げてきたわけなんです。このような経過   

の中で考えると、人間性の尊重というような理念というものが政府にきちんと理解されて   

いない感じですね。  

老人福祉が論議されたときは、国会議員の「Pで枯れ木に水をやるようなものだというよ   

うな意見も出たようです。また、今は女性を生む機械とか、掃除とかというような、ちょ   

っと失言ですけれども、いろいろなことがあるわけですね。また、厚生労働省に対しても、  

43   



私たちはヱう0年も60年も続けて運動しているんですけれども、担当が3年か4年ぐらいでか   

わる度に、こちらが一つ－一つ説明しなければならないような継続性がないわけなんです。   

したがって、国の施策といいますか、行政がきちんと人間同士の尊厳性、基本的人権とい   

うものをきちんと踏まえた施策をすることによって、介護保険とか障害者福祉というもの   

の  はなくなって、総合的に運用ができるのではないかと思うんです。ただ、それ   

には時間がかかりそうです。同じようなテーマを論議の積み立てが必要ではないかと思う   

んです。以上です。   

○京極座長 D PI事務局長。   

OD PI日本会議事務局長 まず障害者施策は私たちの専門なので、そちらの方を言いま   

すと、障害者の自立というのは、1981年の国際障害者年、ノーマライゼーション、それ以   

降ですね。1993年に障害者基本法ができ、更に2004年に改正をされていく、あるいは権利   

条約という、その流れからしますと、いわばどんな重度の障害があっても、自己決定をし、   

地域で暮らしていけるということが自立支援というか、自立ということの考え方の根幹で   

す。  

もっと言うならは、医原モアルというものから杜芸モデルにといフ考え方たと思フんで   

す。その点から見たときに、介護保険の方はよくわからない部分があります。というのは、   

介護保険は最初、介護の社会化というようなことや、あるいは高齢者介護自立支援システ   

ム研究会でしたっけ、あの中では、例えば高齢になって要介護の状態になっても、車いす   

でまちに出かけ、いろんな人と交わりというふうなことが言われたかなと思ったら、とこ   

ろが実際の介護保険法の議論になり、更に2005年で介護予防ということが強調されていく   

につれ、介護の社会化というよりは、やはり身の回りのことが自分ができるAD L自立の   

ような考え方が、その介護保険に両方含まれているのか、そこが私にはちょっとわからな   

いんです。少なくとも若年の障害者に、今から障害の予防や介護の予防といっても、いわ   

ば、全然意味がないというか、むしろ、それは私たちからすれば、逆に自分たちの障害を   

持って生きてきた人生を、そこの尊厳を否定されるような感じすら感じるわけです。  

そういう意味で障害があっても社会的なサポートを受けて、当たり前に自立ができると   

いう自立論で、障害者関係は少なくとも進んできたというふうに思うんですが、介護保険   

の方はどうなんでしょうかという感じです。  

私は、その自立については、少なくとも去年言われた介護予防、介護の社会化というの   

ではなくて、介護予防みたいなことが言われるのは、どうも障害を持って生まれ育ってき  
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た尊厳というこ とから抵触する部分があるのではない かと言わざるを得ません。   

○京極座長 松友様。   

○全日本手をつなぐ育成会常務理事 議論するとい うか、先ほど来議論すればするほど混   

乱してきたという御指摘がありましたが、議論の枠とい うか、戦略的レベルで議論するの   

か、理念的でやるのか、あるいはサービス論でいくのかとか、それがどうも私は常に障害、   

あるいは介護の議論のとき、明確なる確認をしないで進めているような気がするわけです。  

といいますのは、先ほど申しましたように、私たち知的障害で団体として来ました。個   

人的には私の子どもは赤ちやんのときにてんかんになりまして、てんかんは逆に言うと精   

神障害ということに日本の制度ではなっています。結局、精神、知的、身体、あるいはそ   

の他と非常に格差があったわけです。今回、自立支援法で一本化しようということになっ   

ていますが、そのときの議論を身体と知的と精神は違うんだという違い論で、かなり言わ   

れてきた議論を思い出すんですね。  

ですから、私たちは何が違って、何が一緒なのかというときに考えた場合に、理念的な   

整理と、それから戦略的な確認という点から見ると、私はやはりこの高齢性障害であろう   

か、石午性博吉であろつか 1－▲′ヽ＿＿ヽ【ヽ・J＿▼－ヽ 、基本的には→饗するも〝Jたろフと。たに、様々な血で家族関   

係、すなわち、家族の中において扶養される方なのか、する方なのかとか、いろんなこと   

で構造的に違ってきますから、あるいは当然社会関係の絡みがきますから、ニーズは異な   

ります。これは知的と身体、同じ知的の中でも様々に違うと同じことだろうと。だから、   

いわゆるニーズに対するサービスは、極めて個別的にやるべきであって、しかし、それを   

保障する法体制、財源体系等は何故に分けるのかということがよくわからないということ   

を感じます。  

ただ、これは国家の施策というか、戦略だと思いますので、国によっては、医療保険と   

福祉サービスを一緒にして、それも保険サービスで一緒にしている国もあると思いますし、   

あるいはすべてを税財源でやっているところもありますので、我が国はどのシステムでい   

く方が、言うなれば国民的多数の同意ができるかという視点を見たときに、何故に若年障   

害者だけを、いわゆる直接税財源にやって、ほとんどの社会保障システムが保険システム   

でやっている国において、どうなのかなというところに、ある種の回答を出さなくちやい   

けないというところを見ると、やはり骨格的なものについては、もう少し総合化、普遍化   

というのがあって、そして具体的なサービスの中で、それをやろうとするときに、現実的   

に単価等をガタガタと下げるようなことをやるから、技術レベル、あるいは戦術レベルで  
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